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監 査 対 象 財団法人足利市みどりと文化・スポーツ財団（教育委員会事務局教育総務課

所管） 

監査結果報告日 平成 25年 2月 26 日付け 足監査第 81号（財政援助団体等監査及び指定管

理者監査） 

措置結果通知日 平成 25年 3月 14 日付け 足教総第 172 号 

監 査 結 果 指摘事項 

１ 退職給付引当金について、算出の誤りにより、引当金額が過小に計上さ

れていた。 

２ 会計規程細則の規定に基づく小口現金出納帳を作成していない管理施

設があった。 

措 置 内 容 １ 職員１名分の計算式に誤りがありました。過小であった 1,610,868円に

ついては、平成２４年度決算において過年度修正処理します。 

  今後、このような計算誤りが生じないよう複数で検算するなどチェック

を厳重に行うよう指導しました。 

２ 年度中に小口現金の出納がなかった２箇所（うち１箇所は、年度途中で

小口現金勘定閉鎖。）において小口現金出納帳の作成がなされていません

でした。遡って作成しました。 

  今後、規定に則った帳簿管理を徹底するよう指導しました。 

 

 

 

 

 

 

 


